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建設廃棄物協同組合 

私たちは建設廃棄物のプロフェッショナルです 
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 例えば、Ａ県においてｂ市とｃ市で、ｂ市もｃ市もがれきについての収集運搬業の許可

を得ています、積替え保管施設はありません、ｃ市も同様にがれきの許可を持っていて積

替え保管施設なしという場合。ここについてＡ県の許可を有してない方については、改正

令の施行において、従前通りｂ市及びｃ市で業を行うためには、新たにＡ県の許可を受け

る必要があるのですが、これは

従前のｂ市とｃ市の許可の有効

期間までの間は従前通り業が行

えますということになっていま

す。 

 それから②のような場合、Ａ

県内において、Ａ県でがれきの

許可を持っていますが積替え保

管施設がありませんｂ市におい

ては、がれきと金属くずについ

て収集運搬業の許可を得ており、

積替え保管施設は無いという場

合。Ａ県の許可の事業の範囲は

あくまでがれきですから、改正

令の施行後において従前通りｂ

市において金属くずも収集運搬

をするためには、当然Ａ県の変

更の許可を受けなければならな

いということになるわけです。

やはりこの場合も、従前のｂ市

の許可の有効期間までの間は、

従前通り経過措置を適用すると

いうことになっています。 

 まとめたのがこのイメージ図

です。先ほどの具体例①の場合。

ｂ市とｃ市でがれきの許可を得

ている、積替え保管施設がない

という場合、ｂ市とｃ市の有効

期間の間については従前通りｂ

市・ｃ市がそれぞれ監督をしま

すとなっています。しかしなが

ら、その有効期間内でＡ県のが

経過措置について

１．経過措置の適用対象者※

改正令の施行の際現に指定都市の長等の許可を受けている者であって、改正令の施行後に

おいて従前の許可の範囲内で業を行うためには、当該指定都市の長等の管轄区域を管轄す

る都道府県知事の許可又は変更の許可を受ける必要がある者。

２．経過措置の適用期間

施行日（平成23年４月１日）から従前の許可の有効期間までの間。

※経過措置適用対象者の具体例

① Ａ県内において、b市（がれき、積替えなし）及びc市（がれき、積替えなし）の許可

を有しているが、Ａ県の許可は有していない者

改正令の施行後において従前通りb市及びc市で業を行うためには、新たにＡ県の許

可を受ける必要がある。

② Ａ県内において、Ａ県（がれき、積替えなし）及びb市（がれき及び金属くず、積替

えなし）の許可を有している者

Ａ県の許可の事業の範囲の方がb市の許可の事業の範囲よりも狭いため、改正令の施行

後において従前通りb市で業を行うためには、Ａ県の変更の許可を受ける必要がある。
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施行日

＜具体例①の場合＞

c市許可
（がれき、積替えなし）

b市許可
（がれき、積替えなし）

b市許可の
有効期間

c市許可の
有効期間

ｂ市・ｃ市がそれ
ぞれ監督

※ b市及びc市は、Ａ県内の指定都市

＜ただし、以下の場合に至ったときは、経過措置の適用対象外となる。＞

※ は失効

c市許可
（がれき、積替えなし）

b市許可
（がれき、積替えなし）

b市許可の
有効期間

c市許可の
有効期間

Ａ県（がれき）の
許可を取得

経過措置について（イメージ図）

経過措置具体例① 
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施行日

b市許可

（がれき及び金属くず、
積替えなし）

Ａ県許可
（がれき、積替えなし）

A県許可の
有効期間

ｂ市許可の有効期間

ｂ市が監督※

※ b市は、Ａ県内
の指定都市

＜ただし、以下の場合に至ったときは、経過措置の適用対象外となる。＞

※ は失効

b市許可

（がれき及び金属くず、
積替えなし）

Ａ県許可
（がれき、積替えなし）

Ａ県許可の
有効期間

b市許可の
有効期間

Ａ県の金属くず追加
の変更の許可

経過措置について（イメージ図）

※ b市内の収集運搬については、がれきを含め、
Ａ県ではなくb市が監督する。

Ａ県が監督＜具体例②の場合＞

経過措置具体例② 
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れきについての許可を取得しなければ、有効期間が過ぎた後では営業できなくなってしま

いますので、当然ｃ市の許可が切れる前に、Ａ県の許可を取得しなければならないという

ことになると思います。その場合、Ａ県の許可を取得したとき以降は、従前のｂ市の許可

とｃ市の許可については失効して、Ａ県の許可のみが有効になる、監督も従前のｂ市・ｃ

市からＡ県に動くということになっています。 

 先ほどの具体例②の場合。今度はＡ県においてがれきの収集運搬業の許可を得ている、

ｂ市においてはがれきに加えて金属くずも得ているという場合です。この場合もｂ市の許

可の有効期間内では、金属くずについても許可は有効になっています。ですからｂ市内の

収集運搬はがれきも含めて、Ａ県ではなくてｂ市が監督をするということになります。た

だ、当然のことながら、先ほどと同じように、ｂ市の有効期間が切れた以降に金属くずの

業を営むためには、その有効期間が切れる前にＡ県の許可を変更しなければなりませんの

で、Ａ県の金属くず追加の変更許可を得た場合には、それ以降ｂ市の許可は失効し、全部

Ａ県の許可に移行するというところになっています。 

 このような経過規定を設けましたので、個々の事例につきましては、それぞれの県、政

令市等で相談していただきたいと思います。我々も、これから施行日までの間に、各都道

府県、政令市にしっかりと説明していきたいと考えています。 

 

 「その他の政省令改正事項」 

「帳簿の備え付けを要する事業者の追加」については、これまで、帳簿の備え付けが義

務づけられている排出事業者は、産業廃棄物処理施設を設置している事業者にのみに限定

されていましたが、周辺生活環境に影響を生じる恐れがある場合、事業者自らの適正な管

理を担保する必要があるということで、産業廃棄物処理施設を設置していない場合におい

ても、今回、帳簿の備え付けを義務づける事業者を拡大しました。 

具体的には、産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設をしている者、

及び、事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物を処分

又は再生を行う事業者が、帳簿の対象事業者になるということです。 

 「廃石綿等の埋立処分基準の強化」については、いわゆる特別管理産業廃棄物である飛

散性の廃石綿については、大気中に飛散することのないよう他の産業廃棄物よりも厳しい

基準での処分が義務づけられていました。これまでの政令においては、埋立処分を行う際

には、あらかじめ「耐水性の材料で二重に梱包すること又は固型化すること」と規定され

ています。 

 現在ほとんど、廃石綿についてはプラスチック製袋に二重梱包された後、管理型産業廃

棄物最終処分場で直接埋立処分されているわけです。ところが、一部最終処分場において、

プラスチック製袋による二重こん包のみでは、二重こん包が破れて石綿が環境中に飛散す

るということが指摘されていまして、専門家の間でも随分危惧されてきたところです。 

 そこで、梱包が破れる事故があった場合にも容易に石綿が飛散することのないように、
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あらかじめ固型化又は薬剤による湿潤といったような飛散防止の措置を講じた上で二重梱

包し、埋立処分しなければならないとしました。また、さらに埋立て後の廃石綿が埋立地

の外に飛散、流出しないよう、埋立て後に覆土を行う等、必要な措置を講ずるということ

にしました。 

 「広域的認定制度の合理化」ということで、廃棄物の処理方法の変更については、届出

だけでいいこととしました。 

 「廃棄物処理施設の処理能力を変更する場合の手続」ということで、処理能力を 10％

変更するものについては変更認定が必要でしたが、10％以上であっても処理能力が減少

するものについては必要ないだろうということで、届出でよいとしました。 

 「広域再生利用指定制度」については、これはまだ経過として残っておりましたが、廃

タイヤを最後に、この制度は今年度いっぱいで移行できそうになりましたので、今回廃止

することにしました。また、会社法改正に伴う提出書類を見直しました。 

 

 以上、今回の廃棄物処理法は非常に大きな改正です。４月１日からは円滑な施行ができ

るようにしたいと思いますし、また、建

設系廃棄物がテーマとして非常に重要だ

ということで、このような改正を行った

わけですが、皆様方のこれまでの多々の

ご協力を十分承知しながら、また、これ

から建設系廃棄物による不適正処理とい

ったことが起こらないように、ぜひとも

今回の法改正につきまして皆様方のご協

力、ご尽力をいただきたいということを

お願いしまして、私からの説明を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございま

した。 

 

※注 この記事は、平成 23 年 1 月 26 日に行われた新春セミナーでの講演内容をほぼ

そのまま原稿にしたものです。 
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事なのは情報です。二番目は、人の動きを待っているとだれも動かない。したがって、私たちはこんな

ことができるというような提案をしていくことです。正しい情報、正しい提案、正しいネットワーク、

これが現在、非常に求められているのではないかと思います。 

 

 

 

 最後に、環境省が３月 17 日付の業許可に関する事務連絡とマニフェストに関する通知を紹介したう

えで、第２１条の３第 3 項に基づく下請の自ら運搬の際のマニフェストの記載方法が良くわからないと

指摘、「このように、今回の改正は非常に複雑な部分が幾つかあって、通知で迷っているところもありま

す。いろいろなケースを想定しながら適正な処理をするということなので、今後皆さんの相談を受けな

がら、私も一緒に考えたいと思いますので、よろしくお願いします。」と締めくくられました。 
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佐藤弁護士の講演に続き、建廃協の齋藤理事長と島田顧問を交え、３者による座談会が行われまし

た。当日参加した組合員・賛助会員からの質問や意見を求め、活発な意見交換も行われましたのでご

紹介します。 

 

＜21 条の 3 第 3 項についての捕捉・・・マニフェストの書き方＞ 

 島田  21 条の３第３項は、下請

業者が自ら運搬できる廃棄

物を規定しています。その前

提として、環境省は、元請の

保管施設等に運搬するとい

うことを盛んに言っていま

した。ところが、施行通知の

段階で、元請業者が処分委託

した処理施設に持ち込んで

もいいところまで拡大され

ました。そうすると、現場か

ら下請が運ぶわけですけれ

ども、この処理施設に元請が

マニフェストを交付する必要があります。環境省は今では元請が交付するマニフェストを

下請が預かって持っていけばいいと言っているのです。 

 であれば、元請が交付するマニフェストで、下請の自ら運搬で処分委託のマニフェスト

をどういうふうに書くのかという質問を環境省に投げました。それに対する答えが今佐藤

先生がご説明になった話です。 

 そのマニフェストの中で排出事業者の欄の中に交付担当者の欄があります。通常、交付

担当者の欄は、排出事業者の中の交付した人、個人名を書きなさいということになってい

るわけですけれども、今回の場合は、このケースに当たっては、交付担当者の欄に下請業

者、下請人を書きなさいというのが今の趣旨なんです。 

 佐藤 下請人とは、下請けの企業名、下請け会社が個人商店なら個人名なのでしょうか。それとも、

企業名のほかに従業者の個人氏名も書くのでしょうか。よく分からないですね。 

 島田 下請業者名と下請業者の従業員の個人氏名を書くのが正解じゃないかなと。これは私の個人

的な判断です。 

 佐藤 その通知ではそういうふうに読めないですね。よく分かりません。 

 齋藤 これは、とりあえず運用する１都３県に、この部分についてはどう運用するんですかと聞き

ます。ただ、実際の事例としてどのぐらい出てくるのかということが、現実に私はわから

ないんですよ。 

 島田 １立米の運搬数量は、ゼネコンの世界でいうと相当限定されると思うんです。これが非常に

「法改正と廃棄物処理実務の問題点について」座談会 

弁護士 佐藤 泉、理事長 齋藤 俊吉、顧問 島田 啓三 
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有効なのは、例えばマンションの管理会社、あるいはビルの維持管理をしている会社が元

請になるというか、水栓を１個交換するとか、ドア１枚交換するという非常に軽微な工事

は相当出てくるだろう。今までそれは多分、うやむやのうちに、みんな下請会社が扱って

いた話なんですよ。 

 佐藤 私が実際に相談を受けるようなリフォーム工事で、システムキッチンを取りかえましたと。

そうすると、普通は、ガス会社とか、ショールームの家具屋さんとか、ああいう店舗が受

注します。店舗は建設業の許可を持っていないところも多いです。そして、これから発生

する廃棄物は多分１立米では多分おさまらない。 

 それから、私の知っている某量販店とか某小売店がリフォーム工事の受付をやっている。

インターネットでもやっているんですね。そういうところは、実際の工事は地方の工務店

に回しているので、そういうところは多分２１条の３の第３項でこれで対応したいと思う

でしょう。そもそも、このような取引は、商品の交換に伴って発生するため、感覚は下取

りなんですね。つまり、解体だけ請け負うのは完全に建設工事ですけれども、リフォーム

は取りかえが入っている。下取りなら、運搬の上限がないことになります。 

 島田 その意味では、下取り行為というのをどれだけ考えればいいんですかね。というのは、元請

といったときには、請負工事が前提なんです。請負工事をやるためには、建設業の許可が

必要です。500 万未満だけの工事であれば、建設業許可は要らないという縛りはあります

けれど、請負工事の世界であれば、基本的に建設業者なわけです。今おっしゃったような、

量販店が物を売りますよと。これは単なる売買ですね。エアコンを取りつけますと。その

ときに、取り外したエアコンを持ち帰ります。これは完全に下取りですね。 

 佐藤 エアコンなら家電リサイクル法の世界ですね。それに伴って出てくる据えつけ工事、取り外

し工事とかあります。建設廃棄物というのは、売買に伴って据え付け、取り外し工事をす

る場合に、少量廃棄物として排出されます。売買契約と請負工事が一体となっているので、

お客さんとしては、商品代金と請負代金が一緒になって請求書が来るわけです。その場合

に、それが全部建設廃棄物なのか、一部は商品廃棄物で下取りの範疇か。 

 典型的なのは、お風呂なんかは大きくて、１立米以上になるでしょう。お風呂を交換す

るときに、風呂釜と風呂桶自体は商品で下取りなのか。下取りは無償でしなきゃいけない

場合は、据えつけ工事の代金を膨らませてこっちは無償にすることができるのか。一見問

題があるようですが、現実に世の中ではそういう工事がすごく多いんですよ。 

 齋藤 運用の段階でいけば、行政の立場からいくと、例えばつくりつけだったタンスとかは、その

大きさからいけば確かに１立米以上間違いなくあるわけです。けれども、それを全部廃棄

物として１立米という運用は常識的にはしない。 

 島田 そこはご丁寧に通知の中で、３辺をはかって１立米を確認するか、１立米の容器の中に入る

ものという断りが入っているんですね。 

 齋藤 でも、それは空気をはかっているのであって、廃棄物をはかっているわけじゃないですから、

よほど行政から悪い目で見られていない限りは、そこのところまでの厳密な運用は普通し

ないだろうと私は思いますけれども。 
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 佐藤 ということで、実は常識にあわない法律で、常識的に運用できるか不安です。行政が、どの

程度厳格に運用するのか、これでは運用できないから、常識的に社会が回るように運用す

るのか、担当者の裁量になってしまって、事業者としては非常にやりにくいんですね。 

 島田 ちょっと話がかわるんですけれど、このマニフェストの話があったときに、電子マニフェス

トだったら極めて合理的だよねということで、こういう世界こそ電子マニフェストをうま

く活用すべきじゃないかという話があったんです。そこら辺、芥田さん、この運用につい

て、電子マニフェストの問い合わせがあるのかをご紹介いただければ。 

 芥田 電子マニフェストでお世話になっておりますイーリバースドットコムでございます。電子マ

ニフェストというのは、ここに書いてあるように、環境省さんからのお達しのように、空

白にして出すことができない。仮にであっても、運搬事業者さんをだれか決めなければい

けない。その場合に、運搬事業者さん、運ぶ下請負人さんは自ら運搬だという整理をされ

ているのは、どちらかというと許可が要らないというお話のためにそうなっているのかな

と思っていて。そうであれば、排出事業者さんはもともとの元請さんなんですから、元請

さんの自己運搬という形で登録をさせていただくことも可能かと思っております。その辺

はいかがでしょうか。今日は本当にそこだけが聞きたくてこちらにお邪魔したような感じ

なんですけれども。 

 島田 どう思われますか、今の話。私は、下手に元請業者の自己運搬という形にしない方がいいん

じゃないかなという気がするんですね。あくまでも下請業者の自ら運搬だから。 

 佐藤 そのときに業の許可は要らない。誰の自ら運搬なのかというと、下請の自ら運搬です。 

 島田 そうです。そのときに、今の芥田さんの説明だと、電子マニフェストの場合に、運搬事業者

を空欄で出すわけにいかないから、運搬事業者の欄に…… 

 佐藤 下請を書くことになります。 

 島田 そうだと思うんです。だから、元請を書くというのは誤解のもとだと思います。 

 齋藤 ですから、それを運搬するときに、運搬車両の横腹に誰の名前をくっつけて運ぶのかという

ことと同じ議論だと思うんですけれども。それは、下請の業者の名前でいいよというふう

に、きちんと環境省は答えとして出しているわけですから、今のもそれで何の問題もない

と思うんです。 

 佐藤 運搬車両に元請業者の車両表示をつけると、下請業者に元請の会社名を名義貸しみたいにな

ってしまう。民法的にすれば、元請が下請のすべての事業活動について責任を持っている

ようなことになってしまいますが、元請けはそんな責任は持てないですよね。 

 芥田 先ほど物販の話があって、例えば事務所などで壁紙なんか交換すると、例えば 200 万とな

っても、工賃自体は何十万。カーペットもそうですね。この柄がいいとか、この模様がい

いとか買って、10 坪分やるといったって、工賃自体は数十万とか数万円の世界で、そうい

う人たちはほとんど建設業の許可なんてない業者のくくりなんですね。さっき佐藤先生が

おっしゃったように、物を売っている人たちが多いんじゃないですかね。建設業の許可な

んか持っていないです。 

 島田 そういう意味では、佐藤先生が先ほど言われたように、それを建設工事と言うのかどうかと

29



いう問題が基本的にある。 

 佐藤 建設廃棄物なのか、商品廃棄物じゃないかということです。 

 島田 逆を言うと、そういうふうにみなしてもある意味いいというところはあるのかもわからない。 

 佐藤 建設廃棄物の定義は難しいんです。蛍光灯だけ交換するときは、誰も建設廃棄物とは言わな

いですね。でも、解体工事で出てくると建設廃棄物でしょう。だから、物だけ見たらわか

らないんですよ。 

 

＜1 回に運搬できる数量は１㎥について＞ 

 島田 ということで、21 条３の第３項だけではなくて、第４項を含めて、いい機会なので、皆さ

ん疑問に思われていることをざっくばらんにご質問いただければと思います。いかがです

か。ここはある意味無礼講で、かなり踏み込んだ話になっても。 

 吉田 １立米の議論なんですけれ

ども、皆さんはわからないで

すけど、大体１立米あると、

我々の通常の収集運搬料金

で呼んでいただけることは、

ある意味結構多いんじゃな

いかなという気がするわけ

です。したがって、21 条の

３第３項に関しては、皆さん

はどう思うかわかりません

けれども、例えばビル管理会

社のドアノブを取りかえた

とか、ドア１枚とか、そうい

うようなイメージとして私はとらえています。 

 島田 今おっしゃる意味は、１立米を超えるものであれば、許可業者にオーダーを出してもらえば

十分対応できるものですよと。 

 吉田 １立米のごみが出る工事であれば、それなりの請負代金の中でおさまるような工事もあるの

かなという気がします。 

 島田 環境省はそのことを盛んに言っているんですね。自ら運搬でなければできないというのでは

なくて、許可業者に頼めばいい。もともとこの話は、全産連のほうから、許可業者に回る

仕事が自ら運搬ということで不適正処理されているんじゃないかといったことから始まっ

ているんですね。ですから、環境省は、何もこれに拘泥しなくても、収運の許可をとれば

いいということを盛んに言っていたんですよ。 

 佐藤 そうなんです。１立米以上を運搬するのなら、収運の許可をとればいいと環境省は言ってい

るんですね。でもそのときに、収運の許可業者が今よりもものすごく増えるのか、そうい

う人はみんな既にそういう許可を持っているということなのか、私はよくわからないんで
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すね。もう既にみんな収運の許可をとっているよということならば、今後収運の許可業者

はそんなに増えないけれども、相当とっていない建設業者がいるとなると、基本的に、建

設工事の下請を受ける人は全員収集運搬の許可をとることになって、収集運搬の許可業者

がむちゃくちゃに増える。 

 そうすると、下請け会社の本業は建設業で、廃棄物処理業ではないわけですから、全産

廃連に未加入の収集運搬業者が増える可能性があります。念のため収集運搬業の許可を持

っているけれど、廃棄物処理法にはあまり関心がないという業者が増えることは、全産廃

連としていいのか、ちょっと心配なんですね。 

 

＜一般廃棄物に関する要望について・・・残置ごみの問題＞ 

 齋藤 私が今日、佐藤先生に今後の方向性として伺っておきたいのは、一般廃棄物の処理について

困っているという話を環境省は聞いていませんよという話ですけれども、それは自治体が

困っていないのか、排出者が困っていないのか、どっちが困っていないという話になるん

ですか。 

 佐藤 市町村で十分処理可能であるというのが市町村の意見のようです。 

 齋藤 一廃で解体業者さんなんかが一番困っているのは残置ごみです。残置ごみについては、それ

こそ全産連から環境省に何回も何回も、何とかしてくれという申し入れはしているわけで

す。 

 齋藤 残置ごみの関係はみんな困っている。出す側も困っている。 

 島田 方向としては、残置ごみを解体廃棄物と一体化する。 

 齋藤 そういうことですね。そうじゃないと、年寄りがひとりで暮していたら、引っ越ししたくて

も、粗大ごみを収集場所まで持っていくことができない。それから、とりに来る日は（家

に）いないとか、いろいろあって、個別に収集してくれればいいんですけれども、そうい

うシステムになっていない。 

 島田 そこは立場が違うんですけど、建設会社としては非常につらいところだと思いますよ。両面

あるんですよ。残置ごみを解体廃棄物と一体として処理をしたほうが処理しやすいという

面もあるんです。ただ、全部解体廃棄物と一体的にやるとなると、全部解体業者に持って

こられてしまうということがあって、処理がかえって大変になるという面はあると思いま

す。 

 齋藤 解体する場合に、残置ごみをまず片づけなければいけないという現実があるわけですけれど

も、それは一廃なのに、何となく後ろめたくても、産廃業者がそれを片づけてしまってい

る。特に戸建ての住宅の解体の場合、そういう実態が間違いなくあるわけです。どことも

言いませんけれども、今お集まりの中間処理業者さんでも、一廃だとわかっていながら処

理をしているケースは、多分あると思います。 

 齋藤 残置ごみ。これはかなり根が深い。私の考え方と島田さんの考え方は微妙に食い違いがある

わけです。 

 佐藤 私の考え方は、残置ごみの中でも、一般家庭の残置ごみと、オフィスの残置ごみは結構違う
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んですね。家庭の方はあまりご相談に来ない。私がご相談を受けるのは店舗の改装、移転。

会社のロゴを変えたので看板を全部かえますみたいな、こういう事業系のものは産廃、建

設廃棄物でいいんじゃないかなと。 

 齋藤 要するに、什器を残して引っ越していった場合の什器類は一廃なのか産廃なのかというくく

りからすれば、造り付けでない什器類は法律の判断からすれば多分一廃だろう。 

 有田 先生がおっしゃったビルの移転とか引っ越しで、引っ越し廃棄物の通達が出ているでしょう。

いいか悪いかは別ですけれども、あれで皆さんシビアになり過ぎている部分がある。ビル

管理会社が移転の工事を請負う場合があるじゃないですか。全部出した後に、例えばデス

クを新品で買って入れたとする。その前に、これを処分しておいてくれとテナントから言

われると、「これはお客さんの方でやってください」というのは、なかなかビジネス的に成

り立たない。「わかりました」と言わざるを得ないので、結局出すんですね。 

 お客さんに全部一般廃棄物として出してくださいというのが、サービス提供に考えてビ

ジネスとして成り立たない部分があるので、産廃で出してしまっている部分が数多いと思

います。果たして仕事を請負った方が、「一般廃棄物で出してください」とお客さんに言え

るかどうか、すごく疑問ですね。そういう問題もあると思うんです。 

 佐藤 市町村が受け取らないです。 

 有田 そうです。受け取らない。それと、引っ越しのときも、例えば一般で出せばいいんですけど、

すぐ来てくれない。３日、４日かかる。その間に引っ越しが迫っているという問題が出て

きて、一般廃棄物で処理するのは非常に難しい。うまく流れないという問題があるのも事

実だと思いますね。 

 島田 法的に考えますと、先ほど佐藤先生が言われたように、事業系の残置物だと、排出事業者が

誰かは別にして、木くずを除いてはほとんど産廃なんです。木くずの問題だけなんです。

住宅用だとすべて一廃だという。その法的な違いは大きくあるかなと思うんですね。木く

ず、木造什器あたりであれば産廃でもいいんです。 

 ただ、建設会社あるいは解体業者の立場になってみると、例えば油とか、薬品とか、そ

ういうもろもろのものが全部あるんですよ。それは、特管物も含めて建設廃棄物なのと言

われると、大変だというところもあるんですね。そういう意味で、線引きは必要でしょう

けれども、線引きができないところがあるかなとは思います。 

 佐藤 残置ゴミをどこまで産廃や建設廃棄物とすべきかは難しい問題ですが。柔軟に対応できる体

制が必要であり、これについては事業者が環境省に要望していくことが必要だと思います。 

 

＜計画停電と操業、保管量、処理困難通知＞ 

 齋藤 わかりました。時間の都合もあるんですけれども、今回の処理困難通知の関係で、計画停電

によって操業ができなくなった場合に、処理業者には何の責任もないわけですね。 

 佐藤 でも、計画停電で、施設が稼働できない状況で、処理前の保管が保管の上限を超えたときは、

処理困難通知の対象になるといえるかもしれません。 齋藤 許可の場合、あくまでも８

時間でやっているわけで、処理業者に関係なく、そのうち３時間を勝手にとめられてしま
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うわけです。５時間で処理できるわけがない。 

 佐藤 だからといって、保管量を超えてもいいというわけにはならない。 

 齋藤 ですけれども、こういった非常に緊急性のある場合には、先ほどの先生の話で、災害ごみは

超法規的に対応せざるを得ませんという話で、計画停電も常識的にはあり得ない話じゃな

いですか。要するに、東電が勝手に電気を使えという施策を講じておいて、経産省もそう

いうふうにやれと言っておいて、急にこういうふうになったから、全部おまえらの責任で

通知を出さなきゃいかんというのは、これは違うんじゃないのという気がしないでもない

んですけれども。これは先生を責めているわけではないので、これはそういう解釈はでき

ませんかというご相談だけです。 

 佐藤 処理困難通知で、保管上限を超えるという部分があるわけです。その保管上限を超えるとい

うのがどのぐらい厳密なのかというところですね。瞬間風速で超えるというのは、多少い

つでもあるわけです。多分、そこまで要求されていないと思う。処理困難通知を出さなき

ゃいけないのは 10 日ですよね。ですから、10 日以内に解消していれば、条文からはちょ

っと難しいところがあるんですけど、それほど問題ないと思います。 

 計画停電というのは、例えば今日は計画停電だけれども、明日は計画停電がないと、い

ろいろなぶれがあると思いますから、継続的に施設が止まっているわけではありません。

しかし、東京電力の様子を見ると、計画停電は、今よりも夏のほうがずっと厳しくなるこ

とが予想されているわけです。今後、計画停電が今よりも頻繁になってくるという状況で

受け入れを今までどおりすると、瞬間風速ぐらいじゃなくて、相当保管量の上限を超えて

くるだろう。そうすると、行政から見ると、立入検査のときに、これは上限を超えている、

施設の稼働がとまっている（ということになれば）、これを事故と呼ぶという考えもありう

るでしょう。だから、処理困難通知を出せという自治体もあるだろうし、出さなくてもい

いけれども、排出者に通知を出して受け入れ制限をしろという自治体も出てくるかもしれ

ません。 

 一番嫌なのは、そういう状況になったときに、マニフェストの虚偽記載をする可能性が

あるわけです。処理期間がかかるのに、ぽんぽんハンコを押してみんな処理したことにし

て出すと、必ずマニフェストの虚偽記載になってしまいますので、そこで取消などの行政

処分を受けてしまうことは考えられます。処理困難通知の問題じゃなくて。 

 ですから、マニフェストの虚偽記載をやらないということがまず第一で、保管上限は、

瞬間風速的にはいい場合もあるかもしれないけれども、基本的には受け入れ制限をやって、

保管の上限を超えないように運用していけばおさまる。でも、相当厳しいですね。 

 齋藤 我々にとって、処理困難通知をどういうふうに解釈するかは非常に大きな問題で、要するに、

自分のところで計画停電があってということと同時に、セメント会社さんがもう既に計画

停電で事業ができないということで、搬入をある程度とめているという状況が生じつつあ

る。そういう現状があるということと、例えば最終処分業者から処理困難通知が来た場合

に、我々中間処理業者は、さかのぼって排出事業者にそれを出す必要があるか。 

 佐藤 それはないと思います。ただし、Ｅ票の問題で、マニフェストＥ票を返さない状況の場合に
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は、説明する必要があるでしょうね。 

 齋藤 それは当然ありますね。処理困難という話ではなくて、マニフェストが返せなければ、返せ

ないなりの理由を説明しなければいかんという規定があるわけですから、そちらの方が適

用になるんであって。 

 佐藤 そうです。こっちが適用になるので、中間処理業者が最終処分業者から処理困難通知を受け

たから、さかのぼって排出者に通知するというシステムにはなっていないです。 

 

 

 司会 どうもありがとうございました。佐藤先生を囲んで、ざっくばらんなお話で、皆さんも非常

に興味津々で、今までやっているものよりこういう方が臨場感もあるし、いろいろ細かい

ことを突っ込んでできるということで、皆さんも興味を持たれたということでしたら、ま

た次の機会はぜひこういうのをやっていきたいと思いますので、また先生にはよろしくお

願いいたします。 

 今日は本当にありがとうございました。（拍手） 
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1.はじめに 

 日々報道されているとおり東日本大震災により多量の廃棄物が発生した。そこで、早期復興を目指し、

仙台市では震災直後から震災により発生した廃棄物を大きく 2 種類に分けて仮置き場を設けた。1 つは

割れた茶碗や壊れた家具など各家庭内で発生した廃棄物の仮置き場である。もう１つは、津波により大

量に発生した廃棄物の仮置き場である。当社は、この 2 種類の仮置き場の管理にかかわっている。本報

文では、この仮置き場管理の反省と課題について述べる。 

 

2.家庭ゴミ仮置き場 

 阪神淡路大震災と異なり今回の地震は直下型ではなかったためか津波による被害を除けば、100 万都

市仙台の建物の壊滅的損壊はほとんど見られなかった。ただし、部屋の中の物は散乱し、瓦屋根や塀な

どが壊れ、多くの家財が破損した。破損して廃棄するしかない家財を集積するための仮置き場を仙台市

は地震発生 3 日後の 3 月 14 日に開設した。開設場所は市内各行政区（青葉区、泉区、宮城野区、若林

区、太白区）にある 5,000～10,000m2 の公園や運動場である。原則的に各区に 1 か所ずつ仮置き場

が設けられたが、場所によっては搬入量が多く途中で閉鎖して他の公園に切り替えざるを得ない場所も

あった。 

 仮置き場開設当初は、どのようなものがどのくらい搬入されるかわからなかったため、とりあえずヤ

ード内を「可燃物置き場」「不燃物置き場」「家電置き場」に分けた。そして持ち込まれた廃棄物を見て

市民を各置き場に誘導し、市民と我々作業員が一緒に荷降ろしを行った。搬入される廃棄物は雑多であ

り、判断に迷うものも多数あった。例えば、鏡台は可燃物か不燃物か？スピーカーは可燃物か家電か？

など。当初この判断は、各作業員にゆだねられた。仮置き場に集積された廃棄物は、可燃物は焼却施設

へ、粗大ゴミは粗大ゴミ処理施設へ、家電リサイクル品は処理業者へ、鉄クズはスクラップ業者へ搬出

される。本来であれば搬出先に合わせて置き場を分けるべきであったが、一般廃棄物に対する我々の知

識が不足していたのと、あまり細かく置き場を分けると受入のスピードが遅くなるという危機感から最

初はこの 3 種類に分けた。しかし、半月もすると搬入される廃棄物の状況が解り、市民への対応も慣れ

てきたため、ヤード内を「可燃物」「金属」「可燃粗大」「家電リサイクル品」「家電リサイクル以外の家

電」「がれき類」などに分けた。 

 仮置き場に搬入された廃棄物の内、可燃物、可燃粗大は重機により 4t 車または 10t 車に積み込んで、

仙台市が運営する焼却施設や粗大ごみ処理施設まで運搬した。また、がれき類については重機により 10t

車に積み込み、仙台市の最終処分場に搬出するとともに、一部を津波廃棄物仮置き場のヤードの造成に

使った。この廃棄物の積み込み搬出作業は、家庭ゴミ仮置き場の広さに対して搬入量が多すぎたため、

市民による廃棄物の受入業務と並行して行われた。つまり、一般市民が乗用車や徒歩で廃棄物を持ち込

む場所に近接して重機がダンプに廃棄物を積み込んだのである。これは、非常に神経をすり減らす作業

環境であり、大きな事故が無かったのは奇跡に近いと感じている。 

 ところで、この仮置き場の設置目的は、市民が少しでも早く日常の生活を取り戻すため、震災により

破損した家庭内の廃棄物を一時的に集積することだと我々は認識して任務に携わってきた。確かに震災

直後や 4 月 7 日の大規模な余震の後は、割れた食器を詰め込んだ大きな袋、壊れた家具、潮水に浸かっ

た布団や家電、まだ新しい液晶テレビ、割れた瓦などが多数持ち込まれた。一方でゴルフ道具、健康器

具、ブラウン管テレビなど部屋を片付けている内に「もうこんなもの必要ない」と判断して持ち込んだ

としか思えないものも多数あった。地元工務店が屋根工事や片付けを請け負って集めた廃棄物を持ち込

特集３ 震災ゴミ仮置き場の管理について ～仙台市の事例～ 

仙台環境開発株式会社 開発事業部 部長 舟山重則 
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んでいると思われるケースも多数あった。ガスボンベ、ライターなど危険物も搬入された。夜中にこっ

そりゴミを持ってくる人たちも多かった。我々はそれなりの使命感をもって作業に当っていたこともあ

り、これらモラルの低い市民とトラブルになることも度々であった。 

 仮置き場の周辺は住宅など市街地であり、このことも運営管理を難しくした。そもそも震災前は、土

日に子供たちの元気な声が聞こえる程度の閑静な住宅地である。そこに突然ゴミの山が出来たのだから

住民にとっては面白くない。それでも震災の復興に協力するということで我慢してくれているのだが、

こちらが少しでも油断するとしっぺ返しが飛んでくる。例えば、地震発生後のガソリン不足にも関わら

ず、開設直後から仮置き場周辺には車の列ができ、場所によっては 400～500m にもなった。当然、

周辺住民からクレームが発生した。そのため、仮置き場出入口のほか、交差点ごとに誘導員を配置した。

ある仮置き場では 10 名以上誘導員を配置した。また、仮置き場はもともと公園のため舗装などは施さ

れていない。敷き鉄板等で置き場内を養生したが、多くの車が出入りするため雨天時はどうしても周辺

道路が汚れる。逆に晴天時には埃がたつ。風が

強ければゴミも舞う。道路清掃、散水、防塵ネ

ットの設置など様々な対策を施すが後手になる

こともしばしばであった。 

 家庭ゴミ仮置き場における市民搬入は 5 月

10 日で締め切られた。現在は仮置き場の廃棄

物を所定の場所に搬出している最中である。ゴ

ミを仮置きした地盤にはガラスや金属などが多

く刺さっているため、ゴミ搬出後はこの土砂も

撤去しなければならない。その後、グラウンド

の復旧工事が行われ、子供たちの歓声が聞こえ

たとき、我々の任務は終了する。 

 

3.震災ゴミ搬入場 

 東日本大震災において甚大な被害が発生した原因は言うまでもなく津波である。先祖代々人々が長い

年月をかけて作り上げてきたものを津波は一瞬で壊すとともに多くの人命まで連れ去った。津波により

壊され散らかされた物を片付け、出来るだけ早く人々が日常を取り戻せるように仙台市では海岸部の 3

か所に震災ゴミ搬入場（仮置き場）を計画した。3 か所の面積は合計 100ha と広大である。 

 仙台市で津波の被害にあった場所には住宅、農地、防風林が多かったため、人々の生活に供していた

様々な物と倒れた防風林が住宅地と農地にランダムにばらまかれたのが震災後の状況である。この状況

から日常を取り戻すため、最初に自衛隊が道路確保と人命捜索を開始した。この作業がある程度進行し

た後、建設会社や解体業者が人命捜索を終了した所から順次津波廃棄物の片付けを開始した。それに伴

い廃棄物の仮置き業務が 4 月 4 日より始まった。 

 廃棄物は 2t、4t、10t など様々なダンプトラックで搬入場に持ち込まれ、重機を用いて荷降ろしし、

5ｍ程度の高さまで積み上げている。搬入される廃棄物は木質系廃棄物、畳や布団など生活系の廃棄物、

金属くず、廃家電製品、タイヤ、がれき類、廃棄物混じり土砂などなので、搬入場では「木くず」「生活

ごみ」「金属」「土砂」「廃家電」「がれき類」などに分別してストックヤードを設けている。これら廃棄

物の中で最も多いのが土砂まみれの木くずであり、感覚的だが搬入物の 6～7 割を占めている。 

家庭ゴミ仮置き場（震災前は野球場） 

36



 ところで、仙台市では搬入場に仮設焼却炉を設置し、可燃物の多くを処理する計画である。したがっ

て、今後は仮設炉で焼却するための前処理をどのように行うかを詳細に検討して行かなければならない。

さらに、木くずなどのリサイクルを提案してい

るグループもいる。木くずの元は家の柱や梁、

津波による倒木など様々である。仮にリサイク

ルするとしてもどのような品質のものをどのよ

うに作り込むかが課題である。 

 我々が関与している搬入場は、津波により防

風林がなぎ倒された場所であり、風の強い日が

多い。また、廃棄物を取り扱うため、夏に向か

い暑くなると衛生管理も重要である。そのため、

働きやすい労働環境を確保することもこれから

の課題である。 

 仙台市は 3 年で搬入場の廃棄物を処理する計

画である。この目標達成に向けて我々も知恵を

絞り行動しなければならないと考える。 

 

4. おわりに 

 搬入場に行くために毎日のように通う道路は、日々片付けが進み徐々に普通の道路に変化している。

道路脇にがれきが積まれていた時は心が落ち着かなかったが、この変化を見ると少しずつだが光が差し

込んでくるような感覚になる。家庭ゴミと震災ゴミの仮置き場の管理に関与して私は、「スピードを持っ

て対処することが最も重要である」と感じている。震災後に人々が最初にとる行動は人命救助であり、

その次が散らかった物の片付けである。人命の安否を確認し片付けが済んで初めて、「さあこれからどう

しよう」と考える。したがって、片付けまではスピーディーに行わなければならない。 

 1000 年に 1 度という大津波に遭遇した我々世代は、今、試練にさらされている。この試練に対して

我々がとる行動を評価するのは後世の人たちである。「この震災をバネにして豊かな東北を後世に残すた

めにどうしよう」と多くの人たちが考え主体的に行動するためにも、1 日も早く片付けを終了させるこ

とが重要である。 

 当社は地元企業だがこの震災による施設への影響はほとんど無かった。だからこそ、震災の復興に向

けて尽力することが使命であると考える。 

 弊社 代表取締役社長 渡邊晋二 より 

 報道等では「がれき」というが決して不要になった廃棄物ではない。家族が夢みた新築マイホーム、

家族で選んだ家具や照明、思い出のアルバム、先祖の位牌等すべて大切なものばかり。そのすべてが自

分の土地になくどこへ流されたのか自分の土地にあるものは他人の物。家族の命も奪われ涙も出つくし

た悲しみの中、自分の物、家族の大切なものを探し歩く。それが見つからないうちに「がれき」「災害廃

棄物」と呼ばれ、リサイクルすべきとか有価物として処理するとか、被災者の事を思うとあまりにも無

神経過ぎないか。そんなせつない思いを小脇に抱えながら自分も「がれき」と呼ばざるを得ないのがつ

らい。 

震災ごみ搬入場 

（仙台市が計画した 3 ヵ所の内の 1 ヵ所） 
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平成 23 年 3 月 11 日に東北・関東地方を襲った大震災

を受け、組合では４月２日に被災地の一つである仙台市宮

城野区、若林区へ、僅かではありますが支援物資を携えて

視察へ行ってまいりました。 

被災地の被害状況は、想像を絶するありさまで、海岸線

から内陸に向かって約３ｋｍが津波の被害を受けるなど広

範囲に広がっており、特に廃木材、樹木、車両の散乱が目

立っていました。現在、それらのがれき類の仮置き場もなく、 

手付かずとなっています。また、がれき類の下には海から運ばれた砂が１５～２０ｃｍほど堆積

していています。これらすべてを処理するまでは、相当の年月が掛かるとともに、関東地区等、

被害の少ない処理施設の協力が不可欠であると思われますが、海水を被っている、砂や泥が付着

している、現在仙台港が利用できないな

ど、多くの課題がありました。 

今後組合では、特別委員会を設置し、

復興支援計画を現地の処理業者や行政

と連携し、出来ること、やらなければな

らないことを取りまとめ、検討してまい

ります。 

 

 

末筆ではございますが、この度の震災で亡くなられた方々のご冥福を心からお祈りするととも

に、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。また、一日も早い復旧、復興をお祈り申し

上げます。 

 

    

砂が押し寄せ堆積している          残った家屋も手付かず 

 

東日本大震災に対する組合の対応 
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処理システム委員会 委員長：岡林健二 

 

★組合員施設アスベスト含有検査の結果★ 

昨年度、組合では再生砕石への石綿含有建材混

入の問題に関し、組合員保有の各施設において

「アスベスト粉塵の大気環境測定」を自主的に実

施しました。 

 大気環境測定は、アスベストモニタリングマニ

ュアル（第 4.0 版）に基づき実施され、調査結果

は各組合員とも総繊維数 1 本/リットル未満でし

たので、今後とも安心して建廃協の組合員をご利

用ください。 

 

 

 

解体部会    委員長：川山 正光 

 

★ECO 解体報告書作成★ 

 解体部会では、分別解体の実施状況や発生した廃棄物の適正処理とリサイクルを発注者

に分かり易くイメージしてもらうために、「ＥＣＯ解体報告書」を作成しました。部会のメ

ンバー会社では、環境にやさしい解体工事のイメージアップに活用したいと考えておりま

す。今回は、パワーポイント形式で作成していますが、記入し易いエクセル形式版も近々

作成する予定です。 

 

 

 

委員会活動報告 

＜大気環境測定実施組合員＞ 

株式会社 ＩＷＤ 

株式会社 エコワスプラント 

有限会社 大空土木 

株式会社 川上商店 

株式会社 共同土木 

有限会社 クロダ 

有限会社 コトブキ環境 

成友興業 株式会社 

東明興業 株式会社 

株式会社 ユーワ 

ワイエム興業 株式会社 
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建設汚泥部会    委員長：有田 一成 

 

★視察会開催★ 

建設汚泥部会では、名古屋と大阪の建設汚泥、汚染土壌及び廃石膏ボードのリサイク

ル施設を、（社）建築業協会、（社）団法人日本土木工業協会及び（財）先端建設技術セン

ターと合同で、総勢 13 名参加し、下記のとおり見学しました。 

 

開 催 日：平成２３年３月３日～４日 

見学施設 ：＜初日＞㈱ダイセキ環境ソリューション 

①� 名古屋リサイクルセンター（汚染土壌の浄化） 

②� グリーンアローズ中部（廃石膏ボードのリサイクル） 

＜二日目＞大幸工業㈱グループ （建設汚泥のリサイクル）  

①� 大阪ベントナイト事業協同組合（泉プラント及び堺プラント） 

②� 阪神高速技術（個別指定） 

 

【㈱ダイセキ環境ソリューション】 

     名古屋リサイクルセンター       グリーンアローズ中部 

 

 ㈱ダイセキ環境ソリューションの名古屋リサイクルセンターは、全国初の汚染土壌の許

可施設であり、汚染土壌を洗浄分級処理することでリサイクルを行っています。また、同

センターには、汚泥・燃え殻・鉱さいの中間処理施設も備わっており、セメント原料化や

ホットソイル工法などでダイオキシン類の発生しない浄化方法を取り入れています。 

 また、廃石膏ボードの中間処理施設のグリーンアローズ中部では、廃石膏ボードの紙と

石膏粉を分離する方法として、特殊な破砕方式が採用されており、紙の部分に付着する石

膏粉を極力少なくなるよう工夫されていました。分離された石膏粉は石膏ボードメーカー

等で、紙は圧縮されて製紙メーカーでリサイクルされています。 
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【大阪ベントナイト事業協同組合】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      泉プラント             ポリナイト製造ライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      堺プラント              破砕後のポリナイト 

 

 大阪ベントナイト事業共同組合では、泉プラント及び堺プラントで、建設汚泥から独自

のシステムでリサイクル石「ポリナイト」を製造しています。 

泉プラントに搬入された建設汚泥は、前処理した後、固化剤及び混和剤を加えて厚密成

形されます。成形板状に加工されたポリナイトの原料は、堺プラントに移され、一定期間

養生された後、破砕・粒度調整の工程を経て C-40、C-20、C-6 等の再生材として生ま

れ変わります。ポリナイトは、大阪府のリサイクル製品として認定され（認定番号第１９-

５３号）、埋戻し材や裏込め材等に広く利用されていました。 

 

 

 

      C-40            C-20             C-6 
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【阪神高速技術㈱】・・・発生土再生活用事業（共同プロジェクト）                

 

 

 

 

 

 

 

 

管理事務所           受入建屋（改質施設）内部 

  後ろから見た再資源化施設         第６貯木場の埋立 

 

 阪神高速技術㈱では、阪神高速大和川線のシールド工事から発生する大量の建設汚泥の

再資源化を図り、公共の大規模土地造成事業（大阪市港湾局第６貯木場）の埋立資材とし

て再活用しています。 

搬入された建設汚泥は、再資源化施設にて、埋立に適した品質にするため、中性固化剤

と撹拌混合し改質処理土となります。粒径の小さいシルト・粘土は脱水固化し改質処理土

と混合されます。粒径の大きい砂礫は、分級されてリサイクルに回されます。 

 改質処理が完了した土は、ベルトコンベアで桟橋に運び、そのまま船積みされ、目の前

の海面に埋立されていました。 

 また、現場から再資源化施設に持ち込まれるまでの運行管理をするために、ＥＴＣを利

用した電子マニフェストシステムを導入しており、阪神高速ならではの試みに感心させら

れました。 
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共同購買委員会    委員長：佐藤 高紀 

 

★簡易白衣共同購買開始★ 

 ４月から新規共同購買のメニューに簡易白衣が加わりました。 

施設に来訪されたお客様を場内案内する際に便利です。また、白衣は一着ずつ無地のビニ

ール袋に個包装されており、とても衛生的です。 

 販売単位は 50 着を 1 梱包として販売いたします。 

（素材：不織布 120 ㎝丈 サイズフリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★産業廃棄物に係る基礎講習会開催★ 

今年も「産業廃棄物処理に係る基礎講習会」が平成２３年４月２２日（金）飯田橋レイ

ンボービルにおいて行なわれました。新入社員、中堅社員を対象に計６１名の方が参加し

ました。 

当日、参加者の方々は予定よりも早く

足を運んでくださり、受付開始前に到着

された方も多く、そのため受付開始 10

分後の９時２０分頃には大部分の方たち

が席につかれており、開始時間前に資料

の配布及び説明もでき、スムーズに開催

されました。 

講習の最後には修了テストも行われ、

昨年より難問が多く出されていましたが、

それにも関わらず、多くの方が満点を取

られていました。受講者の方が熱心に受けられていた結果だと思います。最後に受講者全

員へ受講修了証が配布され、講習会は無事終了いたしました。来年度もふるってご参加下

さい。 
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配布資料 

産業廃棄物管理票（マニフェスト）・委託契約書 

「建設廃棄物処理委託契約書様式及び記入例」（9 団体共同発行） 

「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」（建設九団体副産物対策協議会） 

「廃棄物処理法改正の概要について」（東京都環境局） 

「産業廃棄物の適正処理のために」（東京都環境局） 

建材用断熱材フロン分解（焼却）処理リーフレット（東京都環境局） 

アスベスト対策（東京都環境局） 

電子マニフェストリーフレット（㈶日本産業廃棄物処理振興センター） 

「優良産廃処理業者認定制度」㈶産業廃棄物処理事業振興財団 

「建設系混合廃棄物の組成及び原単位調査報告書」（㈳建築業協会 他） 

建設リサイクル法省令改正リーフレット（国土交通省） 

「石綿含有建材は必ず現場分別を」（建設廃棄物協同組合） 

石膏ボード分別リーフレット（建設廃棄物協同組合） 

排出事業者の処理責任リーフレット（建設廃棄物協同組合） 

その他 

～今回の基礎講習会に参加した感想～ 

最後列で去年とは違う立場でしたが、去年受講した時を思い出しながら、今回の基礎講

習会を再度、初めて受講する気持ちで参加いたしました。 

 去年よりも小テストが難しく、自分でも解けるのかとても不安でした。それでも問題を

解くことができたのは、最初に受講したこの基礎講習会を基盤にこの一年間勉強してきた

ことがうまく結びついたおかげだと思います。まだまだ、わからないことが数多くあるの

で、日々精進していこうと感じました。 

広報委員会  須永 宗作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習内容 

廃棄物処理に係わる関係法令及び処理業者の責務 （講師 浅尾副理事長） 

廃棄物処理の基礎と実務のポイント （講師 松原専務理事） 

特殊な廃棄物の処理について（講師 島田顧問） 

浅尾副理事長        松原専務理事         島田顧問 
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建設廃棄物委託契約書改定 

建設廃棄物協同組合も参加した 6 つの業団体で作成している「建設廃棄物処理委託契約

書」が 2011 年 4 月に改定され、販売されています。今回の改定は、廃棄物処理法改正に

伴うものではなく、これまでの委託契約書様式を引き続き使用しても問題はありません。

主な改定内容は、①運搬単位に「台」を追加した、②廃掃法の改正で新設された、処理業

者の排出事業者への処理困難通知を明確にした、③「反社会的勢力」の排除を明確にする

ために契約解除条項を追加したことです。 

 

 

人事異動 

東京都環境局人事異動で、産業廃棄物対策課課長に志村公久氏が、不法投棄対策担当課

長に池田裕治氏、同係長に上野直樹氏がそれぞれ着任された。 

 

 

優良産廃処理業者優良認定制度スタート 

平成 23 年 4 月 1 日より、従前の「産業廃棄物処理業者に関わる優良評価制度」に代わ

り、「優良産廃処理業者認定制度」が開始した。この制度では、優良と認定された処理業者

の許可期間が７年となるなど、特例制度が設けられている。なお、認定の基準は、①業の

実績と遵法性②事業の透明性③環境配慮の取組④電子マニフェスト⑤財務体質の健全性と

なっている。 

 

 

社団法人日本建設業連合会発足 

 社団法人日本建設業団体連合会、社団法人日本土木工業協会及び社団法人建築業協会が、

４月１日をもって合併し、社団法人日本建設業連合会が発足した。会長には清水建設株式

会社会長野村哲也氏が選任された。 

 

トピックス・行政動向 

45



東日本大震災から２ヶ月余り。少しずつ復興の兆しがみえてきたとは言え、がれきの撤

去はままならぬ状態である。今号では、組合として仙台市を視察した記事を載せているが、

未曾有の災害であった故に、このコラムでも語らずにはいられない。私も４月に大洗町へ

行く機会があった。海岸線に３ｍ程の高さに積み上げられたがれきの山、山、山。大洗町

は壊滅的な被害はなかったものの、その光景には目を見張るものがあった。現在は、既に

撤去作業に入ったと聞いている。 

この震災の全体のがれきの総量は、阪神大震災の１.５倍、推定 2500 万ｔと言われてい

る。海に流されてしまったがれきや、かろうじて残った倒壊寸前の家屋はこの数字には入

っていない。日を追うごとに劣化する廃棄物。所有権の問題や、放射能汚染の問題もはら

んでいる為、そう簡単に撤去できないでいるのが現実だ。 

環境省は５月１６日、災害廃棄物の処理スケジュールを盛り込んだマスタープランをま

とめ、発表した。来年３月末迄をめどにすべての災害廃棄物を撤去して仮置き場に移し、

２０１４年３月末迄をめどに埋め立てなどの最終処分を終えるとしている。その中で、危

険物や資源物の分別、コンクリートくずのリサイクルなどが示されており、この他、広域

処理を推進するため、県外の自治体や民間事業者の処理施設の情報を提供するとしている。

２３年分とも言われる廃棄物を一体誰が、どのようにしてプラン通りに片付けるのか。具

体的な動きが起きて、初めて本当の意味での復興と言えるのだろう。ともかく、一日も早

い復興を切に切に祈るばかりだ。 

 

あとがき 

 東日本大震災という、まさに未曽有の災害が発生し、この「建廃協だより」の発行も若

干ではありますが遅れることとなりました。震災直後は軽油等の燃料調達が困難となった

り、計画停電により工場が稼働できなくなったり、組合員各社もそれらの対応に追われ、

あわただしい年度末となりましたが、建設会社各社におかれましては、その状況をご理解

いただき、ご協力を賜り誠にありがとうございました。 

 さて、「建廃協だより」も現編集メンバーはとりあえず（？）５月をもって任期満了とな

ります。２年間にわたり、拙い表現力での発行でしたが、ご購読頂きありがとうございま

した。 

 今後とも「建廃協だより」をよろしくお願いいたします。 

 

建廃協だより ２０11．春号 

企画・編集：広報委員会 

発行：建設廃棄物協同組合 

〒104-0031 東京都中央区京橋２－６－６ 藤木ビル３F 

   TEL 03-5159-8171  FAX 03-5159-8173 

   http://www.kenpaikyo.or.jp 

コラム                           ～編集部～ 

46



組合員（２６社） 

㈱IWD ☎046-235-6000 ㈱光洲産業 ☎044-822-0795 

市川燃料チップ㈱ ☎03-3636-3280 ㈲コトブキ環境 ☎03-3522-5858 

㈲イワモト ☎044-511-9381 ㈱昇鋭 ☎03-5710-1829 

㈱エコ・ファクトリー ☎042-379-0013 新和環境㈱ ☎03-3208-5047 

㈱エコワスプラント ☎042-588-0072 成友興業㈱ ☎042-558-4111 

大久保興業㈱ ☎042-335-4588 ㈱総武開発 ☎047-357-1155 

㈲大空土木 ☎042-560-5717 ㈱タケエイ ☎03-6361-6830 

上総商産㈱ ☎03-3522-7281 東亜建業㈱ ☎03-5229-6851 

勝田環境㈱ ☎029-272-2141 東明興業㈱ ☎03-5910-2771 

㈱川上商店 ☎042-379-0011 東葉産業㈱ ☎03-5664-0850 

㈱共同土木 ☎048-771-7973 丸徳興業㈱ ☎043-255-1316 

クリーンサービス㈱ ☎042-491-9888 ㈱ユーワ ☎042-944-1956 

㈲クロダ ☎03-3677-0546 ワイエム興業㈱ ☎048-933-3000 

 
賛助会員（2４社） 

㈱アーステクニカ ☎03-3230-7154 シグマテック㈱ ☎03-5651-2201 

㈱アイ・イー・グループ ☎03-6857-0221 ㈱スカラベサクレ ☎093-321-3050 

㈱イーリバースドットコム ☎03-6402-8851 仙台環境開発㈱ 東京(営) ☎03-3580-1711 

㈱エコグリーン ☎03-3537-3240 都築鋼産㈱ ☎03-3914-8511 

㈱エジソン ☎029-863-7215 東芝テック㈱ ☎0558-76-9456 

㈱NCM ☎048-280-1133 東武運輸㈱ ☎0485-32-1313 

ツネイシカムテックス㈱ ☎03-3264-4900 内藤環境管理㈱ ☎048-887-2590 

環境保全㈱ ☎03-6361-6854 日生運輸㈱ ☎0869-67-1000 

㈱北川鉄工所 ☎03-3844-7108 富士鋼業㈱ 東京(支) ☎03-3263-5128 

㈱協伸製作所 ☎045-503-2061 ㈱御池鐵工所 関東(営) ☎048-261-1166 

コマツ建機販売㈱ ☎042-752-7115 リファインバース㈱ ☎03-3538-1712 

平成 23 年 4 月現在 
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